
　平成18年の長崎県グループホーム火災を契機に老人福祉施設の安全対策が強化されてきたが，
その後も火災による被害が後を絶たない。依然として多くの小規模老人福祉施設では宿直勤務
者が1名体制であり，施設職員からも，火災発生時に1名で行動することはとても難しく，パ
ニックに陥って119番通報や避難誘導が遅れてしまうことが指摘される。
　こうした意見に応えるべく，当消防本部の独自の取組として，夜間の老人入居施設を想定し
1名で行う避難訓練を実施している。この訓練は施設の規模により目標タイムを設定し，時間
内に火災の覚知から避難誘導を終えるまでの行動を規則化し反復訓練を義務づけたものである。
　その結果を消防職員が安全性や確実性などを加味して評価，検証し，施設にフィードバック
して夜間対策の強化に反映させている取組である。

1．訓練想定
　入居者9名のグループホームにおける夜間火災を想定し，職員1名で初期消火，通報，避難誘
導を行う。施設には消火器，スプリンクラー設備，自動火災報知設備，消防機関へ通報する火
災報知設備，誘導灯が設置されている。
　初めに訓練実施者を宿直室に待機させ，施設内の居室からランダムに4部屋を選定して出火
室と3名の入所者役（消防職員又は施設職員）を各部屋に配置し，出火室には炎のイラストと出
火元等の情報が記載されたパネルを設置する。

2．火災の覚知
　発信機による自動火災報知設備の鳴動（火災通報装置連動の施設は連動停止を行い火災通報装
置デモ機使用で実施）を合図に開始する。

3．火災室の発見，初期消火
　訓練実施者は受信機で火災警戒区域番号を確認，消火器を持参して出火室を発見次第，初期
消火を行う。15秒放射の構えを保持し，初期消火失敗の合図とともに入居者に周知しながら火
災通報装置の起動確認，避難誘導を行う。

4．避難誘導
　アイマスクで視覚を制約した入居者役２名と車いすの入居者役1名を事前配置した部屋から
避難させる。
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5．避難誘導終了，消防隊への情報提供
　到着した消防隊から質問事項（出火室に設置されたパネルの内容）に答えて終了とし，そのタ
イムと行動を審査し口頭での指導と文書でも結果を通知している。

　避難訓練時に必ず1回は夜間避難訓練を行う施設が増加し，施設によっては2回，3回と行っ
ている職員もおり，当初の目的としていた反復訓練により，実施するたびに前回の指摘内容の
改善と入居者役の誘導も安全かつスピーディさが増している。また，反復訓練を行うことで一
連の流れが身につき，1名での宿直であっても「不安が解消した。」「自信がついた。」との声が聞
かれるようになった。
　消防職員が審査することや出火室
の設定，入居者役の配置する部屋を
ランダムに変更することで普段の避
難訓練と違った緊張感を持ち，パ
ニック等に対してのメンタル面での
強化に繋がっている。また，反復す
ることにより火災時の行動を規則化
し体に覚えさせ，混乱した状況下で
も対応できるように目標を定め施設
の夜間対策強化に努めている。

成　果
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火事です！
ゴミ箱から火が
出ています

↓火災室はその都度変更する。
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●避難誘導 ●消防隊への情報提供

●訓練想定図

●訓練実施結果の検証の様子

●訓練開始 ●初期消火
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